
（平成２２年１２月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認群馬地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

群馬厚生年金 事案 952 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 20 年４月１日から 21 年３月 23 日ま

での期間について船員保険被保険者であったことが認められることから、

申立人に係る船員保険被保険者の資格取得日の記録を訂正し、当該期間の

標準報酬月額を 60 円とすることが必要である。 

 また、申立人は、申立期間のうち、昭和 21 年３月 23 日から同年５月

28 日までの期間に係る船員保険料を事業主（Ａ会。以下同じ。）により

給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ会におけ

る資格喪失日に係る記録を同年５月 28 日とし、当該期間の標準報酬月額

を 150 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の当該期間に係る船員保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 21 年５月 28 日から同年 10

月１日までの期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ会における資格取得日に係る記

録を同年５月 28 日に、資格喪失日に係る記録を同年 10 月１日とし、当該

期間の標準報酬月額を 150 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 20 年４月１日から 21 年 10 月１日まで 

Ｂ社に在籍のまま昭和 19 年 11 月に陸軍に召集され、21 年３月に復

員した。すぐに会社に出勤し自宅待機を命じられ、間もなく乗船したが、

20 年４月１日から 21 年 10 月１日までの船員保険の記録が空白になっ

ている。20 年４月からは乗船中か否かに関係なく在職中は社員として

給与は支給され、保険料も控除されていたはずである。申立期間につい

て船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 20 年４月１日から 21 年３月 23 日までの期間

について、Ａ会管理下のＢ社が保管する申立人に係る「船員名簿」等か

ら判断すると、申立人は、同社において 17 年９月 28 日から 19 年 11 月

16 日までの間、船員として在籍していたことが確認できる。 

また、Ｃ県Ｄ課が発行する申立人に係る履歴書では、申立人が昭和

19 年 11 月２日に陸軍Ｅ隊に入営し、21 年３月 23 日に召集解除された

記録が確認できることから、申立人は、Ａ会管理下のＢ社に在籍のまま

陸軍に召集されたことが認められる。 

さらに、当時の船員保険法第 60 条の２では、昭和 20 年４月１日から

陸軍及び海軍に徴集又は召集されている期間については、その船員保険

料を被保険者及び事業主共に全額を免除し、被保険者期間として算入す

る旨が規定されている。 

したがって、昭和 20 年４月１日以降の申立人が陸軍に召集されてい

た期間については、仮に被保険者としての届出が行われておらず、厚生

年金保険法第 75 条の規定による、時効によって消滅した保険料に係る

期間であっても、年金額の計算の基礎となる被保険者期間であると考え

られる。 

以上のことから、当該期間に係る申立人の資格取得日は、昭和 20 年

４月１日、資格喪失日は 21 年３月 23 日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、前述の「船員名簿」に記

載されている申立人の昭和 19 年 11 月の資格喪失時の記録から、60 円

とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間のうち、昭和 21 年３月 23 日から同年５月 28 日までの期間

について、申立人は「復員後すぐにＢ社に出社して自宅待機を命じられ

た。」と申述しており、予備船員（船舶に乗り込むために雇用されてい

るが、船内で使用されない者）を船員保険の被保険者とする制度が 20

年４月１日から開始されていること等から判断すると、申立人が復員後

待機していた期間について、予備船員としてＡ会管理下のＢ社に在籍し、

同会における船員保険の被保険者として当該期間に係る船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、前述の「船員名簿」の記

録から、150 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事



                      

  

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

３ 申立期間のうち、昭和 21 年５月 28 日から同年 10 月１日までの期間

について、申立人は当時の状況について具体的かつ詳細に記憶している

上、Ａ会管理下のＢ社が保管していた申立人に係る「船員名簿」により、

申立人が、当該期間においてＦ社が所有する「Ｇ丸」に乗船していた記

録が確認できる。これについて、Ｈ省Ｉ課は、同会の「運航船舶一覧

表」により、申立期間当時、各船舶が同会によって一元管理されていた

と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間についてＡ会管理

下のＦ社が所有する「Ｇ丸」に乗船し、同会における船員保険の被保険

者として、当該期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、前述の「船員名簿」に記

載されているＦ社における資格取得時の記録から、150 円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、仮に事業主から申立人に係る被保険者の資格取

得届が提出された場合には、その後被保険者の資格喪失届を提出する機

会があったことになるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当

該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事

務所に資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険

事務所は、申立人の当該期間に係る保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 



                      

  

群馬厚生年金 事案 953 

 

第１ 委員会の結論 

     申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に

係る記録（平成 16 年３月 21 日）を平成 16 年４月１日に訂正し、申立期

間①に係る標準報酬月額を 47 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する 

義務を履行していたか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額（34

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立期間②の標準報酬月額に係る記録を 34 万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間②に係る上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年３月 21 日から同年４月１日まで 

             ② 平成 16 年４月１日から同年８月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年

金保険の加入記録が無い。申立期間①において関連会社のＣ社（現在

は、Ｂ社）へ転籍したが、継続して勤務し、厚生年金保険料を控除さ

れていたので、申立期間①について厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

また、Ｃ社に勤務した申立期間②に係る標準報酬月額が、給与明細

書の報酬月額に比べて低額となっている。申立期間②の標準報酬月額

について正しく訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の加入記録、Ｂ社が保有する申立人



                      

  

に係るＡ社の賃金台帳、及び申立人が保管する同社の給与明細書により、

申立人は、同社に継続して勤務し（Ａ社からＣ社に転籍）、申立期間①

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

 なお、Ａ社における資格喪失日については、申立人の申述内容及び同

社の雇用保険の加入記録から、平成 16 年４月１日とすることが妥当であ

る。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、前述の給与明細

書において確認できる厚生年金保険料控除額から、47 万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人がＣ社に勤務し

ていた申立期間②における標準報酬月額は、30 万円とされている。 

しかしながら、申立人が保管する当該事業所の給与明細書によると、申

立人は、申立期間②に係る報酬月額が 45 万円ないし 48 万円ぐらいである

が、標準報酬月額 34 万円に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていることが確認できる。 

したがって、前述の特例法により、申立期間②における標準報酬月額に

ついては、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料控除額

から、34 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間②に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料の事業主による納付義務の履行については、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月



                      

  

額の届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認

できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認めら

れない。 



                      

  

群馬厚生年金 事案 954（事案 111 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 35 年３月 16 日から同年 12 月１日ま

での期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務し、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、同社にお

ける申立人の資格取得日に係る記録を同年３月 16 日に、資格喪失日を同

年 12 月１日とし、当該期間に係る標準報酬月額を 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年３月から 36 年１月まで 

 当初の申立ては、「Ａ社の厚生年金保険の記録について、昭和 61 年

に社会保険事務所（当時）から加入記録無しとの回答を受け取った。今

年になり年金記録問題がマスコミを賑わし、社会保険庁（当時）の記録

管理の杜撰
ず さ ん

さが報道された。私の記録が無いのは、このことによるもの

ではないかと思い、第三者委員会に申立てをするものである。」との内

容であった。 

今回、当初申立ての際には確認できなかった当時の社員旅行の写真が

発見されたので、再申立てをするものであり、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が卒業した高等学校の昭

和 34 年度卒業生名簿により、申立人がＡ社に就職した事実は確認できる

ものの、同社における勤務期間について、当時の従業員からの証言が得ら

れないこと、ⅱ）当該事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険

者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿では、申立人の名前

は確認できず、いずれにおいても欠番は無いこと、ⅲ）当該事業所への照

会に対する回答が無く、事業主からの具体的な証言が得られないこと、及



                      

  

びⅳ）複数の同僚に照会しても、申立期間に係る厚生年金保険料控除につ

いての具体的な申述を得ることができないことを理由として、既に当委員

会の決定に基づく平成 20 年 10 月 20 日付けで年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

しかしながら、今回の申立てに際し、申立人は、当該事業所における社

員旅行の写真を新たに２枚提出しているところ、うち１枚は、昭和 35 年

４月撮影のもので、申立人の出席が確認でき、もう１枚は、同年７月 29

日撮影のもので、申立人の出席は確認できないものの、申立人は体調不良

で欠席したとしており、この社員旅行が行われたことは認識している上、

申立人と同じ高校を卒業し、同年３月に申立人と同時に同事業所に勤務し

たとしている同僚も「この時期に申立人が会社を既に辞めていたとしたら、

記憶に残っているはずなのでまだ勤務していたと思う。」と証言している。 

また、申立人は「私が退職したのは寒い時期だった。実家に戻る電車の

乗客はオーバーコート姿だった。」と申述しているところ、前述の同僚は

申立人が退職した時期について「私よりは早かった。私が退職した昭和

36 年４月とそれほど離れていないと思う。何しろ、申立人が退職した後、

私が辞める話を会社にして、こっぴどくしかられたことを記憶している。

私が退職した時期と半年も離れていないと思うので、申立人が退職したの

は 35 年 12 月ごろだったと思う。」と証言していることから、申立人は申

立期間のうち、昭和 35 年３月ごろから同年 12 月ごろまで当該事業所に勤

務していたと推認される。 

 さらに、今回回答を得られたＢ社（旧Ａ社）は「当社は、当時の人事記

録、賃金台帳等の資料は残っていないため、保険料控除に関しては不明で

あるが、同じ高校を卒業して当該事業所に入社した同僚３人のうち、２人

には昭和 35 年３月 16 日を資格取得日とした厚生年金保険の加入記録があ

るが、申立人だけにそれが無いのは考え難い。」と回答している。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 35 年３月 16 日から同年

12 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。  

また、当該期間の標準報酬月額については、当該事業所における申立人

と同時期に採用された複数の同僚の被保険者名簿の記録から、8,000 円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格

の取得届が提出された場合には、被保険者資格の喪失届を提出する機会が

あったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が記録の処

理を誤るとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の

得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る昭和 35 年３月から同年 11 月までの保険料について納入の告知を



                      

  

行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 35 年 12 月１日から 36 年１月 21 日までの

期間については、申立人の申述内容及び同僚の証言等によっても、申立人

が当該事業所に勤務していた事実を確認できないこと等、委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金

保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 



 

 

群馬国民年金 事案 661 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年１月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年１月から 58 年３月まで 

申立期間当時勤務していた会社の社長が、国民年金の加入手続をして

保険料の納付をしてくれていたと思う。加入手続をした時期や保険料の

納付方法等はよく分からないが、申立期間が国民年金に未加入で保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

                                                                                                       

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時勤務していた会社の社長が、国民年金の加入手

続を行い、保険料を納付していたと主張しているが、保険料を納付するた

めには、国民年金に加入し国民年金手帳記号番号の払出しを受けなければ

ならないところ、申立人に対して手帳記号番号が払い出された形跡はうか

がえない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与して

いないため、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等

が不明である。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



群馬厚生年金 事案 955 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 63 年４月ごろから平成８年 10 月 21 日まで 

    Ａ社に昭和 63 年４月ごろからパート社員として勤めていたことは間

違いない。申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことは、申立人の具体的

な申述内容及び複数の元同僚の証言により認められる。 

しかしながら、当該事業所において申立期間の以前から厚生年金保険の

被保険者であった元従業員からは「昭和 63 年以降、事業の拡大に伴い、

多数の女性をパート社員として雇用するようになった。当初、パート社員

は厚生年金保険に加入していなかったようだ。平成に入ったころ、正社員

とパート社員との間の不公平が問題となり、パート社員についても希望に

より厚生年金保険への加入が可能になったと記憶している。」旨の証言が

得られた。 

また、申立人と同じころに入社した元同僚も前述の元従業員と同様な証

言をしている上、申立人については「申立人とは同じ職場であったが、申

立人が厚生年金保険に加入したのは平成８年ごろではないか。」と証言し

ているところ、申立人は、「平成３年ごろ、会社がパート社員も厚生年金

保険に加入させる取扱いにしたが、このときはまだ本人の希望を考慮して

おり、同僚はほとんどの者が加入したが、自分は入らなかった。」と申述

している。 

さらに、申立人は「平成８年９月ごろまでは、国民健康保険証を持って

いた。」旨の申述をしているところ、申立人の国民健康保険の加入履歴に

ついて、Ｂ市から、昭和 61 年３月 10 日から平成８年 10 月 22 日までの期



  

間について被保険者であったことが確認できる旨の回答が得られている。 

加えて、当該事業所に照会を行ったものの回答が得られず、申立人の申

立期間に係る厚生年金保険の適用状況等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 956 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年から 40 年まで 

    Ａ社に勤務した昭和 38 年から 40 年までの期間について厚生年金保険

の記録が無い。継続して勤務しており、厚生年金保険料も控除されてい

たと思うので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ社に勤務していたことは、期間の特定はできないものの、申

立人の申述内容及び同僚の証言により確認できる。 

しかしながら、申立人は「設立当初からではなく、昭和 38 年の途中か

ら入社した。」と申述している上、申立人が記憶している同時期に入社し

たとする同僚についても厚生年金保険の記録が無いことから、申立期間当

時、当該事業所においては、すべての従業員を厚生年金保険に加入させる

取扱いではなかったことがうかがえる。 

また、当該事業所の事業主は「申立期間当時の資料は残っておらず、申

立人については記憶していない。」と回答しており、申立人の申立期間に

係る厚生年金保険の適用状況等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 957 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から５年９月１日まで 

    Ａ社Ｂ工場からＣ社（現在は、Ａ社）に出向した申立期間について、

出向前と給与の支給額がほとんど変わらないのに標準報酬月額が下がっ

ている。支給額に見合った標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｃ社に出向した申立期間における標準報酬月額が当時支給さ

れた給与額より低額となっている旨を主張しているが、同社は申立期間

に係る給与額が分かる賃金台帳等の資料を保管していないため、申立人

の申立期間の保険料控除額等を確認することができない。 

また、当該事業所における申立人のオンライン記録を確認したが、標準

報酬月額について訂正等が行われた形跡は無く、特に不自然なところは見

当たらない。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 958（事案 159 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 23 年１月１日から 27 年８月１日まで 

             ② 昭和 28 年６月 27 日から同年８月 26 日まで 

             ③ 昭和 29 年 12 月３日から 30 年８月 25 日まで 

オンライン記録によると、申立期間の脱退手当金が支給済みとなって

いるが、脱退手当金を受け取っていないので、記録を訂正してほしい。

今回新たな資料を添付したので再審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の脱退手当金は過去のす

べての厚生年金保険被保険者期間をその計算の基礎とされており、その支

給額に計算上の誤りは無いこと、ⅱ）申立期間に係る厚生年金保険被保険

者の資格喪失日から約２か月後の昭和 30 年 10 月 17 日に脱退手当金の支

給決定がなされていること、及びⅲ）一連の事務処理に不自然さはうかが

えず、申立人が受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給してい

ないことをうかがわせる事情は見当たらないことを理由として、既に当委

員会の決定に基づく平成 20 年 12 月 15 日付けで年金記録の訂正は必要で

ないとする旨の通知が行われている。 

申立人は、今回の申立てに際し、新たな資料として、申立人が勤務して

いた申立期間③に係るＡ社の元事業主の息子の妻が記載した、申立人が同

社に勤務していたとする証明書を提出したが、提出された資料は、申立人

の勤務実態のみを証明した内容であり、これは、既にオンライン記録によ

り厚生年金保険被保険者記録が確認できる裏付け資料にしか過ぎないとの

判断から、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認

めることはできない。 



  

群馬厚生年金 事案 959 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 :  昭和 33 年８月１日から 36 年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた被保険者期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、

給与と比較して低額となっている。申立期間の標準報酬月額を正しい記

録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた期間の標準報酬月額が、当時支給され

ていた給与額よりも低額となっている旨を主張しているが、同社は、申

立期間に係る給与額が分かる賃金台帳等の資料を保有していないことか

ら、申立人の申立期間に係る報酬月額について確認できない旨を回答し

ている。 

また、当該事業所に係る被保険者名簿によると、申立人と同年代、同

学歴で、かつ同じ職種であったと思われる複数の同僚の標準報酬月額は、

申立人の標準報酬月額と同額又はほぼ同額であることから、申立人の標

準報酬月額のみが低額であるという事情は見当たらない。 

さらに、前述の被保険者名簿に記録されている標準報酬月額は、遡及
そきゅう

して訂正された痕跡
こんせき

は認められない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 960 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48 年 12 月 29 日から 49 年 12 月 31 日まで 

    Ａ社Ｂ所に昭和 49 年 12 月 31 日まで勤務したが、国の記録では厚生

年金保険被保険者の資格喪失日が 48 年 12 月 29 日となっている。申立

期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ所に継続して勤務していたと申述

している。 

しかしながら、申立人が当該事業所を同じ年の 12 月末日に退職したと

記憶している同僚に係る資格喪失日は、昭和 48 年 12 月 23 日と記録され

ているところ、申立人が勤務していた同事業所において、申立期間当時

に管理職であった社員は「申立人は、自分の部下になったことは無い。

前述の同僚のことも知らない。」と申述している上、申立人の同事業所

における雇用保険加入状況は、資格取得日が 46 年 12 月 24 日、離職日が

48 年 12 月 31 日と記録されており、同僚からも申立人の申立期間に係る

勤務実態について証言を得ることができない。 

また、当該事業所は「申立人の厚生年金保険料の控除について、確認

できる資料は無い。」と回答しており、申立人の申立期間における厚生

年金保険の適用状況等について確認することができない。 

さらに、Ｃ健康保険組合は「昭和 52 年ごろのデータ移行前における資

格喪失者については、記録が保管されていない。」と回答しており、申

立人の申立期間における健康保険に係る記録を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


